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幼稚園教諭に関する教員育成指標の分析幼稚園教諭に関する教員育成指標の分析

～保育所保育士の育成指標の構築を目指して～～保育所保育士の育成指標の構築を目指して～

An analysis of Professional Standards for Kindergarten Teachers:
For Developing Professional Standards for Nursery School Teachers
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独立行政法人教職員支援機構が公開している都道府県と政令指定都市の教員育成指標のうち、幼稚園教独立行政法人教職員支援機構が公開している都道府県と政令指定都市の教員育成指標のうち、幼稚園教

諭版を分析した。幼稚園教諭、幼保連携型認定こども園保育教諭の教員育成指標を公開していたのは、28諭版を分析した。幼稚園教諭、幼保連携型認定こども園保育教諭の教員育成指標を公開していたのは、28

の自治体であった。文部科学省の告示に基づき、分析の視点として「職責、経験及び適性に応じた成長段の自治体であった。文部科学省の告示に基づき、分析の視点として「職責、経験及び適性に応じた成長段

階の設定」と「指標の内容を定める際の観点」の２つを分析の対象とした。成長段階の設定は６段階から階の設定」と「指標の内容を定める際の観点」の２つを分析の対象とした。成長段階の設定は６段階から

３段階まで分布していた。指標の内容として設定された資質は 32 から４まで分布していた。保育所保育士３段階まで分布していた。指標の内容として設定された資質は 32 から４まで分布していた。保育所保育士

の育成指標を構築するにあたり、参考にできる自治体がいくつかあった。これらの結果を基に保育所保育の育成指標を構築するにあたり、参考にできる自治体がいくつかあった。これらの結果を基に保育所保育

士育成指標（案）を構築した。士育成指標（案）を構築した。

はじめに

本研究の目的は、公立（保育所の場合は「公営」と記載されることもあるが、本論文では「公本研究の目的は、公立（保育所の場合は「公営」と記載されることもあるが、本論文では「公

立」で統一する。）の幼稚園教諭や幼保連携型認定こども園保育教諭向けに、自治体が作成した立」で統一する。）の幼稚園教諭や幼保連携型認定こども園保育教諭向けに、自治体が作成した

教員育成指標を分析し、保育所保育士や私立（「民間」や「民営」の標記が使われていることも教員育成指標を分析し、保育所保育士や私立（「民間」や「民営」の標記が使われていることも

あるが、本論文では「私立」で統一する。）の幼保連携型認定こども園保育教諭の育成指標を提あるが、本論文では「私立」で統一する。）の幼保連携型認定こども園保育教諭の育成指標を提

案するための基礎資料を得ることである。案するための基礎資料を得ることである。

公立の幼稚園教諭や幼保連携型認定こども園保育教諭向けに、自治体が教員育成指標を作成公立の幼稚園教諭や幼保連携型認定こども園保育教諭向けに、自治体が教員育成指標を作成

している。作成の根拠となるのは教育公務員特例法等の一部を改正する法律（平成 28 年法律第している。作成の根拠となるのは教育公務員特例法等の一部を改正する法律（平成 28 年法律第

八十七号。以下、「改正法」とする。）である。この改正法は、教育再生実行会議や中央教育審議八十七号。以下、「改正法」とする。）である。この改正法は、教育再生実行会議や中央教育審議

会における議論をもとに、公立の小学校等の校長及び教員の任命権者に、校長及び教員の資質の会における議論をもとに、公立の小学校等の校長及び教員の任命権者に、校長及び教員の資質の

向上に関する指標及びそれを踏まえた教員研修計画の策定を義務づけたものである。向上に関する指標及びそれを踏まえた教員研修計画の策定を義務づけたものである。

改正法第二十二条の二第一項の規程に基づき、文部科学省は「公立の小学校等の校長及び教員改正法第二十二条の二第一項の規程に基づき、文部科学省は「公立の小学校等の校長及び教員

としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針」を告示した（平成 29 年３月 31 日。文部としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針」を告示した（平成 29 年３月 31 日。文部

科学省告示第五十五号。以下、「告示」とする）。この告示に基づいて、各都道府県や政令指定都科学省告示第五十五号。以下、「告示」とする）。この告示に基づいて、各都道府県や政令指定都

市の教育委員会が公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する指標を作成した。市の教育委員会が公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する指標を作成した。

図１に具体例として、帝塚山大学が所在する奈良県教育委員会が作成したものの一部を示す。も図１に具体例として、帝塚山大学が所在する奈良県教育委員会が作成したものの一部を示す。も

ちろん同時に公立の幼稚園教諭や幼保連携型認定こども園保育教諭向けの指標を策定した自治体ちろん同時に公立の幼稚園教諭や幼保連携型認定こども園保育教諭向けの指標を策定した自治体

もあれば、義務教育学校を優先し、幼稚園教諭や保育教諭の指標を後回しにせざるを得なかったもあれば、義務教育学校を優先し、幼稚園教諭や保育教諭の指標を後回しにせざるを得なかった

自治体もあり、自治体による違いが見られる（教職員支援機構次世代教育推進センター, 2022）。自治体もあり、自治体による違いが見られる（教職員支援機構次世代教育推進センター, 2022）。
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ところで、これらの指標は教育公務員を対象としたものであり、私立の幼稚園教諭や幼保連携ところで、これらの指標は教育公務員を対象としたものであり、私立の幼稚園教諭や幼保連携

型認定こども園保育教諭、公私を問わず保育所保育士には当てはまらない。保育者という視点で型認定こども園保育教諭、公私を問わず保育所保育士には当てはまらない。保育者という視点で

対象者数を比べてみたところ、次のことが明らかになった。まず、幼稚園教諭に関して令和３対象者数を比べてみたところ、次のことが明らかになった。まず、幼稚園教諭に関して令和３

年度の学校基本調査に基づいて人数を比べると、公立の教員数（都道府県＋政令指定都市）は年度の学校基本調査に基づいて人数を比べると、公立の教員数（都道府県＋政令指定都市）は

約 18,000 人、私立のそれは約 100,000 人であった。次に、幼保連携型認定こども園保育教諭と約 18,000 人、私立のそれは約 100,000 人であった。次に、幼保連携型認定こども園保育教諭と

保育所保育士に関して令和２年社会福祉施設等調査に基づいて人数を比べると、公立の保育教諭保育所保育士に関して令和２年社会福祉施設等調査に基づいて人数を比べると、公立の保育教諭

数は約 200 人、私立のそれは約 1,200 人であり、公立の保育士数は約 94,000 人、私立のそれは数は約 200 人、私立のそれは約 1,200 人であり、公立の保育士数は約 94,000 人、私立のそれは

約 226,000 人であった。これらのことから育成指標の対象である教育公務員の保育者はせいぜい約 226,000 人であった。これらのことから育成指標の対象である教育公務員の保育者はせいぜい

20,000 人なのに対して、育成指標の対象ではない保育者は 400,000 人を超えていることが明らか20,000 人なのに対して、育成指標の対象ではない保育者は 400,000 人を超えていることが明らか

になった（自治体によっては、育成指標の対象に保育所保育士を加えている自治体もある。例えになった（自治体によっては、育成指標の対象に保育所保育士を加えている自治体もある。例え

ば、鳥取県教育委員会など）。ば、鳥取県教育委員会など）。

公立、私立を問わず、幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所を卒園した子どもたちは小学公立、私立を問わず、幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所を卒園した子どもたちは小学

校に就学する。幼児教育施設がどこであれ、小学校に就学する子どもたちに接する保育者の資質校に就学する。幼児教育施設がどこであれ、小学校に就学する子どもたちに接する保育者の資質

に差があることは、子どもの最善の利益に反し、社会的な問題を生じさせることもある。先述のに差があることは、子どもの最善の利益に反し、社会的な問題を生じさせることもある。先述の

告示は、改正法の成立にあたり、検討された状況の一つとして、改訂された幼稚園教育要領や幼告示は、改正法の成立にあたり、検討された状況の一つとして、改訂された幼稚園教育要領や幼

保連携型認定こども園教育・保育要領（以下、要領等）、他の学習指導要領の趣旨を実現するた保連携型認定こども園教育・保育要領（以下、要領等）、他の学習指導要領の趣旨を実現するた

めの教員の資質の向上に向けた環境を整えることが不可欠であると記している。この表現を用いめの教員の資質の向上に向けた環境を整えることが不可欠であると記している。この表現を用い

るなら、要領等や保育所保育指針の趣旨を実現するための保育者の資質に、その保育者が属するるなら、要領等や保育所保育指針の趣旨を実現するための保育者の資質に、その保育者が属する

幼児教育施設による差があってはならない。幼児教育施設による差があってはならない。

そこで本研究では、公立の幼稚園教諭や幼保連携型認定こども園保育教諭向けに自治体が作成そこで本研究では、公立の幼稚園教諭や幼保連携型認定こども園保育教諭向けに自治体が作成

した教員育成指標を分析し、保育所保育士や私立の幼保連携型認定こども園保育教諭の育成指標した教員育成指標を分析し、保育所保育士や私立の幼保連携型認定こども園保育教諭の育成指標

を提案するための基礎資料を得ることを目的とした。を提案するための基礎資料を得ることを目的とした。

改正法により、独立行政法人教職員支援機構が機能し始めた。この機構は指標の策定に関する改正法により、独立行政法人教職員支援機構が機能し始めた。この機構は指標の策定に関する

専門的な助言を行うことになっている。そして、ホームページ上に“教育委員会等で公表してい専門的な助言を行うことになっている。そして、ホームページ上に“教育委員会等で公表してい

る「資料」”及び“教育委員会等で公表している「研修計画」”のサイトを作成し、情報提供をしる「資料」”及び“教育委員会等で公表している「研修計画」”のサイトを作成し、情報提供をし

ている（機構のトップページから、「その他事業」→「指標に関する情報」→「指標」に関するている（機構のトップページから、「その他事業」→「指標に関する情報」→「指標」に関する

ホームページを参照）。そこで本研究では、このサイトから各自治体の指標を入手して分析するホームページを参照）。そこで本研究では、このサイトから各自治体の指標を入手して分析する

　こころと身体を子どもの成長に合わせてはぐくむ 地域と協働して活躍する人を育てる

　学ぶ力、考える力、探求する力をはぐくむ 地域で個性が輝く環境と仕組みをつくる

　働く意欲と働く力をはぐくむ

 人間力

 情熱

 幼児理解

・幼児理解の意義や重要性を理
解することができる

・学級の幼児を取り巻く環境を
理解し、幼児一人一人に向き合
うことができる

・園の幼児を取り巻く環境を理
解し、幼児一人一人に向き合う
ことができる

・園の幼児を取り巻く環境を理
解し、必要な配慮などを園全体
に発信することができる

・園の幼児を取り巻く環境につ
いて、教員相互の理解を促進す
るとともに、必要な改善を行う
ことができる

・幼児の発達段階や「幼児期ま
でに育ってほしい姿」を踏ま
え、保育内容の精選や指導方法
の改善に取り組むことができる

・教育の系統性を踏まえ、魅力
ある保育づくりをすることがで
きる

・園内研究に主体的に参画し、
他の教員に助言ができる

・園内研究の組織的な運営や地
域との連携を行い、目標達成の
ための研究体制を整えることが
できる

 環境の構成と
 幼児への関わ
 り（援助）

・環境の構成や幼児への関わり
に必要となる基礎的な指導につ
いて理解することができる

・基礎的な指導のスキルを生か
した環境の構成や幼児への関わ
りができる

・幼児の実態に応じた環境の構
成や幼児への関わりができる

・幼児の実態に応じた環境の構
成や幼児への関わりについて、
他の教員に指導・助言ができる

・園の教育目標達成の視点か
ら、環境の構成や幼児への関わ
りについて指導・助言ができる

 評価・改善

・各教員のキャリアステージに
応じた保育改善の方向性を示す
ことができる

・特別支援教育の実際を知り、
他の教員の協力を得て、支援す
ることができる

・「個別の教育支援計画」「個
別の指導計画」等の重要性を理
解し、作成・活用することがで
きる

・「個別の教育支援計画」「個
別の指導計画」等に基づき、効
果的な支援ができる

・計画的に特別支援教育を推進
するとともに、積極的に関係機
関と連携することができる

・特別支援教育に関して、園全
体のシステムの構築に取り組む
ことができる

・幼児の困り感や保護者の悩み
を知り、実態の把握ができる

・幼児の障害や発達上の課題、
保護者の育児不安や養育等の課
題について理解することができ
る

・良好な園生活のために、幼児
及び保護者との関係づくりに力
を注ぐことができる

・幼児の教育的ニーズを適切に
把握し、他の教員等へ助言がで
きる

・積極的な関係機関との連携や
すべての幼児に対する適切な教
育の提供のために、教員に指
導・助言ができる

 幼小接続推進

・他の幼児教育施設や小学校と
の連携に向けて、相互の理解と
協力を深めるとともに、接続の
見通しをもった教育活動を推進
することができる

・家庭等に学級の教育方針を伝
えることができる

・家庭等に自園の教育方針を伝
え、理解と協力を得ることがで
きる

・家庭等に自園の教育・保育の
意図を伝え、家庭等と協力のも
と、教育活動を効果的に進める
ことができる

・家庭等に自園の課題を伝え、
その解決に向け、共に取り組む
ことができる

・近隣の小学校や地域・保護者
に対して様々な機会や手段を活
用し、情報を発信することがで
きる

・保護者の思いを受容的に聞く
ことができる

・保護者との対話を通して良好
な関係を築き、相談しやすい雰
囲気をつくることができる

・保護者の不安や悩みに寄り添
い、受容的に受け止めるととも
に、適切に助言ができる

・保護者に教育・保育のプロセ
スや幼児の育ち、学びの価値を
伝えることができる

・地域や関係機関との連携を密
にし、保護者を支援することが
できる

 地域との連携
・協働

・地域の自然・文化・歴史・産
業などについて理解することが
できる

・地域との連携・協働した教育
活動の必要性について理解する
ことができる

・地域と連携・協働した教育活
動に積極的に取り組むことがで
きる

・地域の人材と情報を効果的に
活用して、教育活動の充実を図
ることができる

・地域との連携・協働した教育
活動を通して、園の課題解決を
図ることができる

 同僚性

・報告・連絡・相談を行い、助
言を得て、課題の解決に取り組
むことができる

・報告・連絡・相談を行い、他
者と協力して、課題を解決する
ことができる

・自分の考えを伝えるととも
に、相手の立場を理解しながら
対応できる

・若手教員と他の教員を繋ぐ役
割を担うことができる

・人材育成の視点から若手、中
堅教員の適材適所での活用及び
指導・助言を行い、よりよい同
僚性の構築を促すことができる

・学校安全に関する基礎的な知
識を有し、事象発生時には正し
い手順で対応できる

・危機管理の重要性や自身の役
割を十分理解し、事象発生時に
は適切に対応できる

・教員の中心となって危機の未
然防止に率先して取り組むこと
ができる

・自園の危機管理体制を常に点
検することができる

・未然防止のための危機管理と
実際の危機を想定した日常の危
機管理の分担等を明確にした組
織を整えることができる

・未然防止のための身の回りの
安全点検が確実にできる

・安心・安全な園づくりに他の
教員と協働して取り組むことが
できる

・自園の危機管理の具体的な方
法について、他の教員に助言が
できる

・危機管理に関する課題解決に
向けた提案、改善など具体的な
方法を他の教員に指導・助言が
できる

・事象発生時には迅速かつ確実
に対応できるよう、リーダー
シップを発揮して各教員に適切
な指示ができる

 マネジメント
 力

・組織の一員として果たすべき
役割を自覚し、協働して様々な
事案に対応することができる

・指導・助言を謙虚に受け止め
るとともに、主体的に学びの場
を求めることができる

・園における役割を見通し、同
僚との合意形成を図り、計画
的・組織的に職務に取り組むこ
とができる

・園運営について、参画・調整
しながら、主体的・計画的に職
務に取り組むことができる

・若手教員等を支援し、意図
的・計画的・組織的に園運営を
推進することができる

奈良県幼稚園教員等の資質向上に関する指標モデル

奈良県
の目指
す教育

スタート
時以前

スタート時 分野 項目

基礎期 基礎定着期 向上期 充実期 深化・発展期
(管理職）

　　　　本本人人ののたためめのの教教育育
　　　　　　一一人人ひひととりりのの「「学学ぶぶ力力」」「「生生ききるる力力」」ををははぐぐくくむむ

基本理念

施策体系の
テーマ

コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン
力
【

多
様
性
理
解
（

人
間
関
係
能
力
）
】

人
と
つ
な
が
る

～

関
わ
る
～

　

教
員
等
と
し
て
の
素
養

　豊かな人間性や社会性、教養等を有し、良好な人間関係を構築する力を備えている

  状況や目的に応じて、相手の思いを正しく受け止め、自分の思いを適切に伝える優れたコミュニケーション能力を備えている

　法令や服務規準の遵守を徹底し、高い倫理観や豊かな人権感覚を有するとともに、優れた自己管理能力を備えている

　愛情をもって幼児との信頼関係を築いている

　教員等としての仕事に対する使命感や誇りをもち、責任感をもって職務に当たっている
　
　幼児の学ぶ意欲や自己肯定感等を高めるため、教員等として常に学び続ける向上心を有している

　
幼
稚
園
教
育
要
領
等
に
基
づ
い
て
保
育
を
計
画
・
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る

　 
幼
児
期
の
特
性
を
踏
ま
え
、

環
境
を
通
し
て
保
育
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

　
幼
児
教
育
を
取
り
巻
く
課
題
に
目
を
向
け
、

協
働
し
よ

う
と
す
る
態
度
を
身
に
付
け
て
い
る

連
携
力

・幼児教育と小学校教育が接続する意義や「幼児期の終わりまで
に育ってほしい姿」について理解することができる

・小学校教育との円滑な接続に向けた学びの見通しをもち、実践
ができる

 教育の発信と
 家庭教育への
 支援

保
育
実
践
力

 保育構想力

・幼稚園教育要領等に基づいた
保育実践を通して、保育の基本
を理解することができる

・幼児の興味・関心を踏まえ、
ねらいを設定したうえで、幼児
の発達に即して、主体的・対話
的で深い学びの実現に向けた保
育づくりをすることができる

・幼児の興味・関心を捉え、教
材を工夫し、幼児の発達に即し
て、主体的・対話的で深い学び
の実現に向け、意図的・計画的
に保育づくりをすることができ
る

・日々の実践を振り返り、課題を明確にし、その解決に取り組む
ことができる

・自分のよさや課題を認識し、日々の教育活動の改善に取り組む
ことができる

 特別支援教育

教
育
観
【

学
ぶ
楽
し
さ
を
育
て
る
楽
し
さ
へ
（

専
門
的
知
識
）
】

学
び
と
つ
な
が
る

～

知
る
～

　
組
織
の
一
員
と
し
て
果
た
す
べ
き
役
割
を
自
覚
し
、

様
々
な
事
案
に
対
応
し
よ
う
と
し
て
い
る

組
織
運
営
力

 危機管理

情
熱
・
人
間
性
【

自
尊
感
情
（

自
己
理
解
能
力
）
】

自
分
と
つ
な
が
る

～

見
つ
め
る
～

奈 良 県 教 育 振 興 大 綱

奈 良 の 学 び 推 進 プ ラ ン

ししるる わわかかるる ののばばすす ひひろろげげるる つつななぐぐ

教
育
に
対
す
る
情
熱
を
も
ち
、
常
に
子
ど
も
か

ら
学
び
、
共
に
成
長
し
よ
う
と
し
て
い
る

常
識
や
礼
儀
作
法
を
身
に
付
け
、
高
い
規
範
意

識
を
も
ち
、
自
己
の
人
間
性
を
高
め
よ
う
と
し
て

い
る

図１．奈良県幼稚園教員等の資質向上に関する指標モデルの一部
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ことにした。ことにした。

告示には、「公立の小学校等の教員等としての資質の向上に関する指標の内容に関する事項」告示には、「公立の小学校等の教員等としての資質の向上に関する指標の内容に関する事項」

として、「職責、経験及び適性に応じた成長段階の設定」と「指標の内容を定める際の観点」がとして、「職責、経験及び適性に応じた成長段階の設定」と「指標の内容を定める際の観点」が

明記されていた。前者に関しては学校種や職の指標ごとに複数の成長に関する段階を設けるこ明記されていた。前者に関しては学校種や職の指標ごとに複数の成長に関する段階を設けるこ

と、第一の段階は新規に採用する教員に対して任命権者が求める資質とすることになっていた。と、第一の段階は新規に採用する教員に対して任命権者が求める資質とすることになっていた。

後者に関しては次の７つが記されていた。（１）教職を担うに当たり必要となる素養に関する事後者に関しては次の７つが記されていた。（１）教職を担うに当たり必要となる素養に関する事

項、（２）教育課程の編成、教育又は保育の方法及び技術に関する事項、（３）学級経営、ガイダ項、（２）教育課程の編成、教育又は保育の方法及び技術に関する事項、（３）学級経営、ガイダ

ンス及びカウンセリングに関する事項、（４）幼児、児童及び生徒に対する理解、生徒指導、教ンス及びカウンセリングに関する事項、（４）幼児、児童及び生徒に対する理解、生徒指導、教

育相談、進路指導及びキャリア教育等に関する事項、（５）特別な配慮を必要とする幼児、児童育相談、進路指導及びキャリア教育等に関する事項、（５）特別な配慮を必要とする幼児、児童

及び生徒への指導に関する事項、（６）学校運営に関する事項、（７）他の教職員との連携及び協及び生徒への指導に関する事項、（６）学校運営に関する事項、（７）他の教職員との連携及び協

議の在り方に関する事項。そこで本研究では、分析の視点として「職責、経験及び適性に応じた議の在り方に関する事項。そこで本研究では、分析の視点として「職責、経験及び適性に応じた

成長段階の設定」と「指標の内容を定める際の観点」の２つを設けることにした。成長段階の設定」と「指標の内容を定める際の観点」の２つを設けることにした。

方法

１．調査対象

教職員支援機構の「その他事業」の「教員の資質向上に関する情報提供」の「指標に関する情教職員支援機構の「その他事業」の「教員の資質向上に関する情報提供」の「指標に関する情

報」に記されている『「指標」に関するホームページ』にある『教育委員会で公表している「指報」に記されている『「指標」に関するホームページ』にある『教育委員会で公表している「指

標」』を調査対象とした。この中には日本地図が示され、そのブロック分け（北海道・東北地方、標」』を調査対象とした。この中には日本地図が示され、そのブロック分け（北海道・東北地方、

関東地方、中部地方、近畿地方、中国地方、四国地方、九州・沖縄地方）と、各ブロックに属す関東地方、中部地方、近畿地方、中国地方、四国地方、九州・沖縄地方）と、各ブロックに属す

る都道府県、政令指定都市の教育委員会の「指標」のページがリンクされていた。る都道府県、政令指定都市の教育委員会の「指標」のページがリンクされていた。

２．手続き

各教育委員会が示している指標の中で「幼稚園版教員育成指標」など、幼稚園・幼保連携型認各教育委員会が示している指標の中で「幼稚園版教員育成指標」など、幼稚園・幼保連携型認

定こども園の教員・保育教諭用の指標を独立に作成して公開している自治体（北海道教育委員会定こども園の教員・保育教諭用の指標を独立に作成して公開している自治体（北海道教育委員会

など）と、独立ではないが、小学校等の教員育成指標の中に幼稚園等教員の育成指標を組み入れなど）と、独立ではないが、小学校等の教員育成指標の中に幼稚園等教員の育成指標を組み入れ

ている自治体（福島県教育委員会など）の「指標」をすべてダウンロードした。それら入手できている自治体（福島県教育委員会など）の「指標」をすべてダウンロードした。それら入手でき

た「指標」から「職責、経験及び適性に応じた成長段階の設定」（分析１）と「指標の内容を定た「指標」から「職責、経験及び適性に応じた成長段階の設定」（分析１）と「指標の内容を定

める際の観点」（分析２）を抜き出し、分析した。める際の観点」（分析２）を抜き出し、分析した。

結果

28 の自治体が、幼稚園教諭・幼保連携型認定こども園保育教諭の育成指標を教職員支援機構28 の自治体が、幼稚園教諭・幼保連携型認定こども園保育教諭の育成指標を教職員支援機構

で公開していた。教職員支援機構次世代教育推進センター（2022）のアンケートでは、67 自治で公開していた。教職員支援機構次世代教育推進センター（2022）のアンケートでは、67 自治

体のうち幼稚園（幼保連携型認定こども園）の育成指標を令和２年度までに作成した自治体が体のうち幼稚園（幼保連携型認定こども園）の育成指標を令和２年度までに作成した自治体が

26（17）、令和３年度に作成予定の自治体が２（２）だったので、作成しているほぼ全自治体を26（17）、令和３年度に作成予定の自治体が２（２）だったので、作成しているほぼ全自治体を

分析できていると考えてもよいであろう。なお幼稚園教諭の育成指標と幼保連携型認定こども園分析できていると考えてもよいであろう。なお幼稚園教諭の育成指標と幼保連携型認定こども園

保育教諭のそれは、今回の分析では同じものとして扱っている自治体ばかりであった。保育教諭のそれは、今回の分析では同じものとして扱っている自治体ばかりであった。

分析１．「職責、経験及び適性に応じた成長段階」の分析

表１は、各自治体が「成長段階」をどのように設定したのかを示したものである。自治体の順表１は、各自治体が「成長段階」をどのように設定したのかを示したものである。自治体の順

番はブロックごとにした。ブロックによる差があるように見えるが、実際はそのブロックに属す番はブロックごとにした。ブロックによる差があるように見えるが、実際はそのブロックに属す

る自治体の数が異なるので、どのブロックの自治体が多く公表しているとは言いがたい。政令指る自治体の数が異なるので、どのブロックの自治体が多く公表しているとは言いがたい。政令指
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定都市だけを見ると、近畿地方にある４つの政令指定都市と中国地方にある２つの政令指定都市定都市だけを見ると、近畿地方にある４つの政令指定都市と中国地方にある２つの政令指定都市

は、全て公開していた。は、全て公開していた。

自治体（任命権者）

北海道教育委員会,
2017

養成段階
（新規に作用する教員
に対して任命権者が求
める資質能力）

初任段階 中堅段階 ベテラン段階

保育経験活用・発展期
【ベテラン保育者】
園運営推進・充実期
【管理職】

山形県教育委員会,
2018

着任時の姿
初任時

始発期
（初任時～３年目）

成長期
（４年目～10年目）

充実期
（11年目～20年目）

組織運営期
（21年目～退職）

福島県教育委員会,
2022

福島県が求める
着任時の姿

ステージ１
【基礎形成期】
概ね１～５年
【出会い・学ぶ】

ステージ２
【資質成長期】
概ね６～10年
【深め・高める】

ステージ３
【資質充実期】
概ね11～15年
【広げ・分かち合う】

ステージ４
【深化・発展期】
概ね16年～
【伝え・支える】

札幌市教育委員会,
2022

養成段階
札幌市が求める
教員人生スタート時の

ステージ１
【基礎形成期】
【学級担任等】

ステージ２
【向上・充実期】
【学級運営・園務分掌

ステージ３
【深化・牽引期】
【園全体】

栃木県教育委員会,
2022

採用時の姿 ステージ１
おおむね１年目～４年

ステージ２
おおむね５年目～10年

ステージ３
おおむね11年目～主任

埼玉県教育委員会,
2018, 2021

採用時
養成期

第１ステージ
基盤形成・協力期

第２ステージ
充実・推進期

第３ステージ
深化・中核期

第４ステージ
発展・後進育成期

千葉県教育委員会,
2018, 2019

養成段階／千葉県・千
葉市が求める教員像

ステージ１
【成長期】
（学級経営・担当教科指
導等）

ステージ２
【発展期】
（学年経営・校務分掌主
任等のミドルリーダー）

ステージ３
【充実期】
（学校運営等・職員全体
への指導・助言）

福井県教育委員会,
2022

福井県が求める採用時
の姿

第１ステージ
教員としての基盤を固
める

第２ステージ
中堅教員・ミドルリー
ダーとして教育活動を
牽引する

第３ステージ
経験を活かして指導・助
言し、組織的な運営をす
る

管理職

岐阜県教育委員会,
2017, 2021

スタートライン 基礎形成期
意欲的に保育実践や集
団づくりに取り組み、教
職の基礎を固める

資質向上期
園の中核として実践を
積み上げ、専門性を高
め、推進力を発揮する

資質充実期
活力ある企画・調整・実
践し、リーダーシップを
発揮する

資質貢献期
園の管理や同僚への指
導を行い、広い視野で
組織的な運営を行う

奈良県教育委員会,
2020

スタート時以前／スター
ト時

基礎期
知る

基礎安定期
わかる

向上期
のばす

充実期
広げる

深化・発展期
（管理職）
つなぐ

和歌山県教育委員
会, 2018

０段階
養成期
（着任時）

１段階
基礎形成期
（目安：１年目～３年目）

２段階
伸長期
（目安：４年目～10年

３段階
充実期
（目安：11年目～20年

４段階
貢献期
（目安：21年目以降）

京都市教育委員会,
2018

採用時 ステージⅠ
若年教員（採用１～５年
目・講師）
教員としての基礎・基本
の徹底を図る

ステージⅡ
中堅教員［ミドルリー
ダー］採用６～１４年目
学年や分掌等のチーム
リーダーとして学校運
営に参画する

大阪市教育委員会,
2022

０ステージ
大阪市が求める着任時
の姿

第１ステージ
初任教員　期

第２ステージ
若手教員　期

第３ステージ
中堅教員　期

第４ステージ
中核・ベテラン教員　期

教頭・副校長／校長・園
長

堺市教育委員会,
2019

教員養成期
大学等・インターンシッ
プ等

基礎形成期
１年目～
教諭・保育教諭

向上期
４年目～
教諭・保育教諭

神戸市教育委員会,
2022

神戸市が求める着任時
の姿

第１ステージ
基礎形成期（１～３年

第２ステージ
基礎充実期（４～８年

第３ステージ
資質向上期（９～16年

鳥取県教育委員会,
2019

キャリアスタート期
（教員養成完成時・採用
時）

育成期（第１ステージ）
（１～５年目）

向上期（第２ステージ）
（６～10年目）

島根県教育委員会,
2018

採用時 自立・向上期
（１～５年目）

探求・発展期
（６～10年目）

充実・円熟期
（11年目以降）

広島県教育委員会,
2021

採用期 充実期 発展期

岡山市教育委員会,
2017, 2021

採用時
（採用時に求める資質
能力）

Ⅰ基礎形成期（１年目
～３年目）　若手教員
教職員として必要な基
礎・基本を身に付ける

Ⅱ向上期（４年目～10
年目）　中堅教員（園
班）
基礎・基本をもとに、積
極的に実践を積み重ね
る

Ⅲ充実期（11年目～15
年目）　中堅教員（後半）
自らの実践を元に、後輩
の育成に貢献し、ミドル
リーダーとして園運営に
積極的に参画する

広島市教育委員会,
2022

職務能力の形成 職務能力の向上 職務能力の充実 職務能力の発展・円熟

愛媛県教育委員会,
2018

採用段階 初任～
基盤形成期

６年～
資質・能力向上期

　　　11年～
資質・能力充実期

20年～
資質・能力発展期

管理職としてのステー
ジ

新規採用保育者 ５年未満の保育者 ５年～10年未満の保育者 中堅保育者（10年以上） 主任・教頭等 所長・園長

養成
採用時

基礎・向上
採用１～６年目

充実・深化
採用７～13年目

発展①
採用14年目以降

発展② 発展③

主幹教諭・指導教諭 副園長・教頭
志・基盤 基礎・向上基本 主体性・専門性 高度性・指導性 経営参画、指導・助言 園務運営、補佐・管理

大分県教育委員会,
2018

第0ステージ
養成期

第１ステージ
基礎形成期

第２ステージ
発展期

第３ステージ
充実・深化期

第４ステージ
円熟期

熊本県教育委員会,
2017

採用段階 基礎期（１～５年） 向上期（６～10年） 充実期（11～16年） 発展期（17～25年） 円熟期（26年～）

北九州市教育委員
会, 2017

ステージ０
【教職準備期】

ステージ１
【教職基礎形成期】

ステージ２
【教職資質向上期】

ステージ３
【教職資質充実期】

ステージ４
【教職資質発展期】

熊本市教育委員会,
2017

熊本市が目指す着任時
の姿

基礎・向上期（１～６年） 向上・充実期（７～15年）充実・発展期（16年～）

段階

第４ステージ
資質発展・円熟期（17年目～）
充実期（第３ステージ）

（11年目以降）
充実期前期（11～15年目）、充実期後期（16年目以降）

ステージⅢ～
ベテラン教員（１５年目～）
指導教諭、主幹教諭、管理職
管理職等を補佐し、学校運営において中心的な役割を担う。／学校経営
への参画に向けた実践力の向上を図る。／信頼される学校・幼稚園経営
を推進する。

第２ステージ
（目安：４年目～10年
目）
実践的指導力向上期

第１ステージ
（目安：初任～３年目）
実践的指導力修得期

養成段階／採用段階

充実・発展期
11年目～
教諭・保育教諭→指導教諭等・主任保育教諭→主幹教諭・主任保育教諭

秋田県教育委員会,
2018, 2022

第３ステージ
（目安：11年目～）
実践的指導力充実期

管理職ステージ

【保育者としての独り立ち】 保育者としての資質を磨く 園全体を視野に入れる

Ⅳ深化・発展期（16年目以降）　ベテラン教員／
園長
園組織の活性化を図り、リーダーシップを発揮す
る

高知県教育委員会,
2022

教諭
福岡県教育委員会,
2018

基礎ステージ 中堅ステージ

表１．各自治体が設定した「成長段階」
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「告示」には、「必ず、新規に採用する教員に対して任命権者が求める資質を第１の段階として「告示」には、「必ず、新規に採用する教員に対して任命権者が求める資質を第１の段階として

設けることとする」とある。第１の段階を見ると、広島市教育委員会以外は、すべて設定してい設けることとする」とある。第１の段階を見ると、広島市教育委員会以外は、すべて設定してい

た。広島市教育委員会では、令和４年度広島市教員研修計画の対象者全員が受講する研修に「臨た。広島市教育委員会では、令和４年度広島市教員研修計画の対象者全員が受講する研修に「臨

時的任用教諭研修」を設け、セルフマネジメント、学級づくり、授業づくりの基礎・基本、いじ時的任用教諭研修」を設け、セルフマネジメント、学級づくり、授業づくりの基礎・基本、いじ

め問題への適切な対応、コミュニケーションスキル、教職員の服務を内容として設定するなど、め問題への適切な対応、コミュニケーションスキル、教職員の服務を内容として設定するなど、

新規採用の仕方に工夫があるのかもしれない。新規採用の仕方に工夫があるのかもしれない。

設定している段階数は６段階から３段階まで自治体による違いが大きかった。６段階を設定し設定している段階数は６段階から３段階まで自治体による違いが大きかった。６段階を設定し

ていた自治体は、奈良県教育委員会、大阪市教育委員会、愛媛県教育委員会、高知県教育委員ていた自治体は、奈良県教育委員会、大阪市教育委員会、愛媛県教育委員会、高知県教育委員

会、福岡県教育委員会、熊本県教育委員会の６自治体であった。このうち奈良県教育委員会は、会、福岡県教育委員会、熊本県教育委員会の６自治体であった。このうち奈良県教育委員会は、

「新規に採用する教員に対して任命権者が求める資質」の段階を「スタート時」としながら、「ス「新規に採用する教員に対して任命権者が求める資質」の段階を「スタート時」としながら、「ス

タート時以前」を設けるなど、正確には７段階の設定になっていた。全ての自治体で最後の段階タート時以前」を設けるなど、正確には７段階の設定になっていた。全ての自治体で最後の段階

には、「管理職」を含めていた。なお３段階の自治体は広島県教育委員会であり、「採用期」「充には、「管理職」を含めていた。なお３段階の自治体は広島県教育委員会であり、「採用期」「充

実期」「発展期」の３段階を設定していた。実期」「発展期」の３段階を設定していた。

段階について細かく分析していくと、経験年数に着目し、目安となる年数を表示した自治体段階について細かく分析していくと、経験年数に着目し、目安となる年数を表示した自治体

（例えば、秋田県教育委員会など）もあれば、経験年数には全く着目せず、「基礎形成期」「向上・（例えば、秋田県教育委員会など）もあれば、経験年数には全く着目せず、「基礎形成期」「向上・

充実期」「深化・牽引期」などの名称を示した自治体（例えば、札幌市教育委員会など）、名称を充実期」「深化・牽引期」などの名称を示した自治体（例えば、札幌市教育委員会など）、名称を

さらに具体化し、言葉で表現している自治体（例えば、奈良県教育委員会など「図１参照」）もさらに具体化し、言葉で表現している自治体（例えば、奈良県教育委員会など「図１参照」）も

あった。あった。

高知県教育委員会は、基礎ステージ「新規採用保育者」「５年未満の保育者」「保育者として独高知県教育委員会は、基礎ステージ「新規採用保育者」「５年未満の保育者」「保育者として独

り立ち」と中堅ステージ「５年以上 10 年未満の保育者」「中堅保育者（10 年以上）」「保育者とり立ち」と中堅ステージ「５年以上 10 年未満の保育者」「中堅保育者（10 年以上）」「保育者と

しての資質を磨く」の間に、保育士等キャリアアップ研修を位置づけて、研修の前後で異なる行しての資質を磨く」の間に、保育士等キャリアアップ研修を位置づけて、研修の前後で異なる行

動目標を示すなど、保育所保育士等のキャリアパスとの整合性を取る試みをしていた。動目標を示すなど、保育所保育士等のキャリアパスとの整合性を取る試みをしていた。

分析２．指標に示されていた資質の分析

表２は、各自治体がどのような資質を設定したのかを、設定した資質が多い順に示したもので表２は、各自治体がどのような資質を設定したのかを、設定した資質が多い順に示したもので

ある。最も多くの資質を設定したのは栃木県教育委員会で 32 資質、最も少ない資質を設定したある。最も多くの資質を設定したのは栃木県教育委員会で 32 資質、最も少ない資質を設定した

のは、熊本県教育委員会で４資質であった。表２－１は 32 から 17 の資質を設定した９自治体、のは、熊本県教育委員会で４資質であった。表２－１は 32 から 17 の資質を設定した９自治体、

表２－２は 16 から 13 の資質を設定した９自治体、表２－３は 12 以下の資質を設定した 10 自治表２－２は 16 から 13 の資質を設定した９自治体、表２－３は 12 以下の資質を設定した 10 自治

体の資質を示したものである。体の資質を示したものである。

先述したように「告示」には、指標の内容を定める際に「教員等が（中略）適切に修得または先述したように「告示」には、指標の内容を定める際に「教員等が（中略）適切に修得または

実施する」事項として、７つの事項（（１）から（７））が定められている。ほとんど全ての自治実施する」事項として、７つの事項（（１）から（７））が定められている。ほとんど全ての自治

体で７つの事項は示されていた。神戸市教育委員会（表２－１）、和歌山県教育委員会、岐阜県体で７つの事項は示されていた。神戸市教育委員会（表２－１）、和歌山県教育委員会、岐阜県

教育委員会、広島県教育委員会（いずれも表２－３）は（１）の事項を別に示していた。最も少教育委員会、広島県教育委員会（いずれも表２－３）は（１）の事項を別に示していた。最も少

ない資質を設定していた熊本県教育委員会も、それらがうまく統合され示されていた。すなわない資質を設定していた熊本県教育委員会も、それらがうまく統合され示されていた。すなわ

ち、総合的人間力と使命感・倫理観には（１）、実践的指導力等には（２）（４）（５）、マネジメち、総合的人間力と使命感・倫理観には（１）、実践的指導力等には（２）（４）（５）、マネジメ

ント力には（３）と（７）が含まれていた（（４）と（５）は、「くまもとの教職員像」として別ント力には（３）と（７）が含まれていた（（４）と（５）は、「くまもとの教職員像」として別

にも記載あり）。にも記載あり）。

多くの自治体では資質に階層構造を設けていた。例えば、表２－１の右端の堺市教育委員会で多くの自治体では資質に階層構造を設けていた。例えば、表２－１の右端の堺市教育委員会で

は 17 の資質を設定していたが、このうち「人間性、人権感覚」「使命感・責任感」「コンプライは 17 の資質を設定していたが、このうち「人間性、人権感覚」「使命感・責任感」「コンプライ

アンス」「自己研鑽」の上位資質を「教員としての資質」と命名していた。また次の６つの資質アンス」「自己研鑽」の上位資質を「教員としての資質」と命名していた。また次の６つの資質

は「授業（保育）づくり」、４つは「生徒指導（子どもへの関わり）」という上位資質を想定しは「授業（保育）づくり」、４つは「生徒指導（子どもへの関わり）」という上位資質を想定し
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［ただし「様々な教育課題への対応」は両方の資質にまたがる］、残り４つの資質は「チームの一［ただし「様々な教育課題への対応」は両方の資質にまたがる］、残り４つの資質は「チームの一

員としてのマネジメント力」という上位資質を設定していた。さらに「授業（保育）づくり」と員としてのマネジメント力」という上位資質を設定していた。さらに「授業（保育）づくり」と

「生徒指導（子どもへの関わり）」の上位資質として「実践力」を設定していた。「生徒指導（子どもへの関わり）」の上位資質として「実践力」を設定していた。
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ひ
め

人
材

育
成

力
人

間
関

係
づ

く
り

園
務

分
掌

園
務

分
掌

へ
の

取
組

人
間

関
係

の
形

成
発

達
に

応
じ

た
集

団
づ

く
り

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

「
IC

T
を

活
用

し
た

指
導

」
へ

の
対

応
力

学
年

経
営

学
級

経
営

組
織

貢
献

力
経

営
参

画
意

識
配

慮
を

要
す

る
子

ど
も

へ
の

支
援

・
指

導

学
級

経
営

指
導

計
画

対
人

調
整

「
道

徳
性

、
規

範
意

識
へ

の
芽

生
え

」
へ

の
対

応
力

社
会

の
変

化
へ

の
対

応
学

校
安

全
の

意
識

・
危

機
管

理
能

力
連

絡
調

整
力

学
級

・
学

年
経

営

学
年

経
営

環
境

構
成

・
教

材
研

究
園

内
研

修
・
Ｏ

Ｊ
Ｔ

「
特

別
支

援
教

育
の

充
実

」
へ

の
対

応
力

学
校

安
全

危
機

管
理

チ
ー

ム
運

営
力

問
題

解
決

・
合

意
形

成

園
外

研
修

保
育

研
究

・
指

導
改

善
実

践
研

究
・
自

己
研

鑽
人

材
育

成
後

輩
へ

の
指

導
・
助

言
力

同
僚

と
の

協
働

園
内

研
修

個
に

応
じ

た
指

導
防

災
教

育
組

織
に

お
け

る
協

働
対

人
関

係
力

学
校

・
園

の
安

全
管

理
社

会
性

、
保

護
者

・
市

域
等

と
の

連
携

・
協

働

危
機

管
理

安
全

管
理

安
全

教
育

幼
児

理
解

に
基

づ
い

た
評

価
人

権
教

育
家

庭
や

地
域

社
会

と
の

連
携

地
域

と
連

携
・
協

働
す

る
力

学
校

・
園

の
情

報
管

理

保
護

者
対

応
子

育
て

の
支

援
記

録
等

を
活

か
し

た
評

価
国

際
理

解
・
多

文
化

共
生

教
育

「
ふ

る
さ

と
福

井
」
の

教
育

指
導

計
画

の
改

善
新

た
な

教
育

課
題

へ
の

対
応

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
危

機
管

理
・
安

全
対

策

小
学

校
と

の
連

携
情

報
共

有
感

染
症

対
策

・
衛

生
管

理

教
育

的
愛

情
協

働
意

識
食

育
の

推
進

信
念

、
熱

意
保

護
者

・
地

域
連

携
保

護
者

へ
の

子
育

て
の

支
援

人
権

尊
重

の
精

神
危

機
・
安

全
管

理
地

域
に

お
け

る
子

育
て

の
支

援

誠
実

・
品

位
Ｐ

Ｄ
Ｃ

Ａ
サ

イ
ク

ル
チ

ー
ム

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

（
分

掌
業

務
・
同

僚
性

）

公
正

地
域

社
会

や
関

係
機

関
と

の
連

携

法
令

の
遵

守

責
任

感

寛
容

性

協
調

性

特
別

支
援

教
育

力

教
育

公
務

員
と

し
て

の
自

覚

IC
T
活

用
力

・
情

報
モ

ラ
ル

チ ー ム

マ ネ ジ メ ン ト 能 力

危 機 管 理

対 応 能 力

愛
媛

県
教

育
委

員
会

, 
2
0
1
8

大
阪

市
教

育
委

員
会

, 
2
0
2
2

自 己 研 鑽 学 級 経 営

④ 学 校 運 営 へ の

      参 画

「
個

別
の

教
育

支
援

計
画

」
「
個

別
の

指
導

計
画

」
等

の
作

成
・
作

成
支

援
及

び
共

有

新 た な 教 育 課 題 へ の

対 応 力

「
主

体
的

・
対

話
的

で
深

い
学

び
の

実
現

に
向

け
た

保
育

の
改

善
」
へ

の
対

応
力

堺
市

教
育

委
員

会
, 
2
0
1
9

神
戸

市
教

育
委

員
会

, 
2
0
2
2

鳥
取

県
教

育
委

員
会

, 
2
0
1
9

福
井

県
教

育
委

員
会

, 
2
0
2
2

北
海

道
教

育
委

員
会

, 
2
0
1
7

山
形

県
教

育
委

員
会

, 
2
0
1
8

保 育 の 実 践 に 関 す る 資 質 ・ 能 力

幼 児 理 解 力

幼
児

理
解

力
・
教

育
相

談
力

保 育 指 導 力

総
合

的
人

間
力

教
育

的
愛

情

教
養

、
人

権
意

識
主

体
的

に
学

び
続

け
る

姿
勢

教
職

に
対

す
る

強
い

情
熱

・
人

権
意

識

生 徒 指 導
特

別
な

配
慮

を
要

す
る

幼
児

・
児

童
・
生

徒
へ

の
対

応

教 員 と し て の 資 質

様
々

な
教

育
課

題
へ

の
対

応

授 業 （ 保 育 ） づ く り 生 徒 指 導 （ 子 ど も へ

の 関 わ り ）

実 践 力

教 職 の 素 養 に 関 す る 資 質 ・ 能 力

総 合 的 な

 人 間 力

倫
理

観
人

間
性

社
会

性

専
門

的
知

識
・
技

能
・
指

導
力

人 間 力

鳥 取 県 の 求 め る

保 育 者 像

理
解

力
、

教
育

的
愛

情

創
造

力
、

対
応

能
力

自
覚

、
協

調
性

、
倫

理
観

Ａ 　 基 本 的 資 質

法 令 遵 守
① 保 育 実 践

素 養
人 権 尊 重

② 園 児 理 解 ・

  学 級 経 営

個 と の 関 わ り

素 養

教
育

者
と

し
て

、
強

い
使

命
感

・
倫

理
観

と
、

子
ど

も
へ

の
深

い
教

育
的

愛
情

を
、

常
に

持
ち

続
け

る
教

員

使
命

感
や

責
任

感
・
倫

理
観

子
ど

も
理

解
力

指 導 力

学 習 指 導

幼 児 理 解

幼
児

の
発

達
等

の
理

解

「
目

指
す

教
員

像
」
と

し
て

素
養

（
子

供
へ

の
愛

情
と

思
い

や
り

に
あ

ふ
れ

た
教

員
、

視
野

が
広

く
対

応
力

に
優

れ
た

教
員

、
教

育
へ

の
意

欲
に

あ
ふ

れ
た

教
員

、
実

践
的

指
導

力
を

有
す

る
教

員
、

自
立

心
と

克
己

心
を

備
え

た
教

員
）
に

言
及

参
画

・
経

営
全

般

同
僚

性

教
育

の
専

門
家

と
し

て
、

実
践

的
指

導
力

や
専

門
性

の
向

上
に

主
体

的
に

取
り

組
む

教
員

実 践 的 指 導 力

③ 特 別

支 援 教 育

特
別

な
配

慮
を

必
要

と
す

る
幼

児
へ

の
理

解
と

支
援

Ｂ 　 子 ど も 理 解

環
境

の
構

成
の

工
夫

教
材

研
究

多
様

な
経

験
の

確
保

主
体

性
が

発
揮

で
き

る
保

育
展

開

協
働

性
・
同

僚
性

研
修

組 織 力

Ｃ 　 保 育

保 育 デ ザ イ ン

⑤ 人 材 育 成 ・

    自 己 研 鑽

生 活 指 導

幼
児

理
解

に
基

づ
い

た
学

級
経

営

保 育 実 践

教
育

・
保

育
目

標
に

基
づ

い
た

指
導

計
画

等
の

作
成

幼
児

の
発

達
・
接

続
・
地

域
資

源
等

を
考

慮
し

た
指

導
計

画
の

作
成

・
作

成
支

援
及

び
共

有

マ ネ ジ メ ン ト ・

人 材 育 成

実 践 的 指 導 力

保
育

や
教

職
に

関
す

る
専

門
的

な
知

識
・
技

術

信 頼 構 築 力

チ ー ム の

一 員 と し て の

 マ ネ ジ メ ン ト 力

誠
実

・
品

位
、

公
正

、
法

令
の

遵
守

等

組
織

と
し

て
連

携
・

協
働

幼 稚 園 運 営

子
育

て
の

支
援

人
材

育
成

に
貢

献
す

る
力

Ｄ 　 組 織 の 運 営 と 参 画

協 働
園 運 営 ・ 職 員 連 携

地
域

等
と

の
連

携
・
協

働
力

福
井

の
力

保 育 実 践

考
え

工
夫

す
る

学
び

幼
児

理
解

・
指

導
計

画
に

基
づ

い
た

評
価

の
実

施

連 携 ・

協 働

⑥ 神 戸 の

  特 色 あ る 教 育

幼
児

理
解

や
指

導
計

画
に

基
づ

い
た

保
育

の
実

践

地
域

に
お

け
る

幼
児

期
の

教
育

の
セ

ン
タ

ー
と

し
て

の
役

割

健
康

・
安

全
へ

の
対

応

園
づ

く
り

を
担

う
一

員
と

し
て

、
地

域
等

と
も

連
携

・
協

働
し

な
が

ら
、

課
題

解
決

に
取

り
組

む
教

員

園
づ

く
り

を
担

う
一

員
と

し
て

の
自

覚
と

協
調

性

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
能

力
（
対

人
関

係
能

力
を

含
む

）

組
織

的
・
共

同
的

な
課

題
対

応
・

解
決

能
力

○ 参 画 ・ 経 営 に 関 す る 指 標

家
庭

・
地

域
・

関
係

機
関

と
の

連
携

○ 意 欲 ・ 態 度 に 関 す る 指 標

教
育

的
愛

情
・

熱
意

研
修

に
対

す
る

意
欲

栃
木

県
教

育
委

員
会

, 
2
0
2
2

○ 保 育 に 関 す る 指 標

幼
児

理
解

指
導

計
画

指
導

の
工

夫

評
価

の
工

夫

責
任

感
・
寛

容
性

・
協

調
性

等

保
育

全
般

全
体

指
標

表
２

－
１

　
各

自
治

体
が

設
定

し
た

資
質

（
設

定
し

た
資

質
数

が
32

か
ら

17
の

自
治

体
）
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倫
理

観
・
使

命
感

・
責

任
感

①
ふ

る
さ

と
教

育
・
キ

ャ
リ

ア
教

育
の

推
進

倫
理

観
・
法

令
遵

守

教
育

的
愛

情
・
情

熱
②

“
「
問

い
」
を

発
す

る
子

ど
も

”
の

育
成

事
務

処
理

能
力

○
社

会
性

○
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

能
力

総
合

的
な

人
間

性
・
人

権
感

覚
③

若
手

保
育

者
の

保
育

力
向

上
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

能
力

社
会

性
・
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

力

①
全

体
的

な
計

画
・
教

育
課

程
の

理
解

と
実

践

専
門

性
・
探

求
力

・
想

像
力

②
園

目
標

の
ク

ラ
ス

経
営

へ
の

反
映

幼
児

理
解

○
教

職
に

関
す

る
教

養
自

ら
学

び
続

け
る

意
欲

と
研

究
能

力
指

導
計

画
の

作
成

③
園

運
営

へ
の

参
画

保
育

構
想

力
指

導
計

画
の

構
想

力

○
教

科
等

に
つ

い
て

の
専

門
性

保
育

構
想

力
保

育
実

践
④

危
機

に
対

応
で

き
る

管
理

能
力

環
境

の
構

成
と

幼
児

へ
の

関
わ

り
（
援

助
）

環
境

の
構

成
と

幼
児

へ
の

関
わ

り

○
授

業
実

践
○

指
導

技
術

環
境

の
構

成
評

価
・
改

善
⑤

小
学

校
教

育
と

の
円

滑
な

接
続

①
子

ど
も

理
解

評
価

・
改

善
幼

児
理

解
に

基
づ

い
た

評
価

と
改

善

保
育

の
構

想
情

報
機

器
・
教

材
活

用
⑥

地
域

人
材

や
資

源
、

情
報

の
活

用
②

生
徒

指
導

特
別

支
援

教
育

幼
児

理
解

保
育

技
術

個
へ

の
対

応
③

学
級

づ
く
り

幼
小

接
続

推
進

個
と

集
団

の
指

導
や

援
助

保
育

実
践

の
評

価
・
改

善
教

育
相

談
④

授
業

づ
く
り

教
育

の
発

信
と

家
庭

教
育

へ
の

支
援

組
織

と
し

て
の

園
の

理
解

と
園

経
営

幼
児

理
解

配
慮

を
要

す
る

幼
児

へ
の

支
援

②
保

護
者

と
共

に
課

題
を

克
服

す
る

力
⑤

課
題

解
決

地
域

と
の

連
携

・
協

働
人

材
育

成

人
間

関
係

づ
く
り

○
教

育
相

談
○

個
別

指
導

学
校

組
織

の
理

解
と

運
営

同
僚

性
危

機
管

理

組
織

的
な

対
応

学
校

安
全

・
危

機
管

理
危

機
管

理
家

庭
、

地
域

と
の

連
携

子
育

て
支

援

特
別

支
援

教
育

に
関

す
る

専
門

性
家

庭
・
地

域
・
関

係
機

関
と

の
連

携

①
保

育
に

お
け

る
基

本
的

な
指

導
力

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

力

IC
T
活

用
指

導
力

○
人

権
教

育
の

推
進

○
問

題
行

動
等

へ
の

対
応

他
の

教
職

員
と

の
連

携
・
協

働
と

人
材

育
成

②
秋

田
の

探
究

型
保

育
の

実
践

力

○
進

路
指

導
○

キ
ャ

リ
ア

教
育

③
保

育
研

究
・
保

育
改

善
を

推
進

す
る

実
行

力

○
教

育
課

程
の

管
理

・
運

用

○
校

務
分

掌
○

他
の

教
職

員
と

の
連

携
・
調

整

○
家

庭
や

地
域

社
会

、
関

係
機

関
と

の
連

携
・
協

働

○
研

修
（
研

究
）
体

制

千
葉

県
教

育
委

員
会

, 
2
0
1
8
, 
2
0
1
9

奈
良

県
教

育
委

員
会

, 
2
0
2
0

秋
田

県
教

育
委

員
会

, 
2
0
1
8
, 
2
0
2
2

福
島

県
教

育
委

員
会

, 
2
0
2
2

札
幌

市
教

育
委

員
会

, 
2
0
2
2

熊
本

市
教

育
委

員
会

, 
2
0
1
7

広
島

市
教

育
委

員
会

, 
2
0
2
2

高
知

県
教

育
委

員
会

, 
2
0
2
2

大
分

県
教

育
委

員
会

, 
2
0
1
8

教 育 者 と し て 、 強 い 使 命 感 ・ 倫 理 観 と 子 ど

も へ の 深 い 教 育 的 愛 情 を 、 常 に 持 ち 続 け て

い る 教 員

教 職 の 教 養

使
命

感
・
責

任
感

・
倫

理
観

教 職 に 必 要 な 素 養

人
間

性
・
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

幼 稚 園 等

全 て の キ ャ リ ア ス テ ー ジ で 求 め ら れ る 保 育 者 と し て の 基 礎 的 素 養

教 育 の 専 門 家 と し て 、 実 践 的 指 導 力 や 専 門

性 の 向 上 に 主 体 的 に 取 り 組 む 教 員

保 育 実 践

1
2
　

学
校

と
家

庭
・
地

域
と

の
連

携

○
使

命
感

　
　

　
　

○
責

任
感

○
教

育
的

愛
情

　
○

高
い

倫
理

観
○

服
務

規
律

の
遵

守

教 員 等 と し て の

　 　 　 　 　 　 素 養

人
間

力

情
熱

使 命 感 や 責 任 感 ・

　 　 　 　 　 　 　 教 育 的 愛 情

教
職

に
対

す
る

責
任

感

Ａ 　 指 導 力 向 上 に 向 け て の 自 己 診 断

①
子

ど
も

の
主

体
的

な
遊

び
を

補
償

す
る

た
め

の
環

境
構

成
を

行
う

力
（
環

境
の

構
成

）

自
主

的
に

学
び

続
け

る
力

②
一

人
一

人
の

子
ど

も
の

特
性

や
発

達
、

ね
ら

い
等

に
適

し
た

援
助

を
行

う
力

（
援

助
）

社
会

人
に

求
め

ら
れ

る
基

礎
的

な
能

力
マ ネ ジ メ ン ト 能 力

Ⅱ 　 学 び の 創 造

４
　

学
び

の
構

想
と

広
が

り
○

広
い

視
野

○
学

び
続

け
る

意
欲

○
社

会
の

変
化

へ
の

対
応

３
　

本
県

の
教

育
課

題
へ

の
理

解
と

対
応

教 職 と し て の 素 養

教
育

公
務

員
の

使
命

と
責

任
２

　
幅

広
い

教
養

や
社

会
性

・
確

固
た

る
倫

理
観

⑥
発

達
や

学
び

の
連

続
性

を
見

通
し

、
指

導
す

る
力

（
保

・
幼

・
小

の
連

携
）

Ⅰ 　 教 員 と し て

の 素 養

１
　

使
命

感
・
情

熱
・
向

上
心

教 職 と し て の 素 養

社
会

人
に

求
め

ら
れ

る
基

礎
的

な
能

力

教
育

公
務

員
の

使
命

と
責

任
使

命
感

と
熱

意

保
育

実
践

の
評

価
・
改

善

学 習 指 導 に 関 す る

　 実 践 的 指 導 力

教
育

的
愛

情

③
ね

ら
い

に
沿

っ
て

指
導

を
適

切
に

展
開

し
、

改
善

す
る

力
（
指

導
計

画
の

作
成

と
保

育
展

開
・
評

価
）

５
．

授
業

等
の

実
践

と
評

価
・
改

善

保
育

の
構

想

保 育 実 践 力

幼
児

理
解

８
　

個
に

応
じ

た
対

応
生 徒 指 導 等 に 関 す る

　 　 　 　 　 　 　 実 践 的 指 導 力

○
幼

児
児

童
生

徒
理

解
○

信
頼

関
係

の
構

築
○

生
徒

指
導

幼
児

理
解

と
集

団
づ

く
り

の
力

専 門 的 指 導 力

①
基

本
的

乳
幼

児
理

解
に

基
づ

き
指

導
・
支

援
す

る
力

７
　

社
会

性
の

伸
長

と
協

働
す

る
力

の
育

成
連 携 力

○
特

別
な

支
援

を
要

す
る

幼
児

児
童

生
徒

へ
の

学
習

上
の

支
援

③
特

別
な

配
慮

を
必

要
と

す
る

子
ど

も
に

対
し

て
指

導
・
支

援
す

る
力

Ⅳ 　 教 職 員 の 協 働 と

学 校 づ く り

組
織

と
し

て
の

園
を

支
え

る
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
力

９
　

特
別

な
支

援
を

必
要

と
す

る
児

童
生

徒
へ

の
対

応
幼 児 指 導

Ⅲ 　 児 童 生 徒 の 理 解

と 指 導

６
　

児
童

生
徒

理
解

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

力

1
1
　

学
校

組
織

の
運

営
○

特
別

な
支

援
を

必
要

と
す

る
幼

児
児

童
生

徒
の

理
解

○
生

活
上

の
支

援

組 織 運 営 力

新
た

な
学

び
の

実
践

的
指

導
力

総 合 的 な 人 間 力

豊
か

な
人

間
性

や
社

会
性

教 職 の 実 践

教
育

・
保

育

専 門 職 と し て の 高 度 な

　 　 　 　 　 　 　 　 知 識 ・ 技 能

専
門

的
知

識
④

地
域

の
資

源
を

活
用

し
、

指
導

の
充

実
を

図
る

力
（
地

域
と

の
連

携
）

確 実 に 実 践 で き る 力

⑤
保

護
者

や
必

要
な

機
関

と
連

携
を

取
り

な
が

ら
、

一
人

一
人

の
育

ち
を

支
え

る
力

（
関

係
機

関
と

の
連

携
）

教 職 の 実 践

指
導

と
評

価
の

力

⑨
学

級
軽

々
に

関
わ

る
事

項
を

的
確

に
処

理
す

る
力

（
学

級
経

営
）

ふ る さ と を 愛 し 支 え る 自 覚 と 志 ／ 保 育 者 と し て の 使 命 感 ・ 倫 理 観 ・ 責 任 感

　 　 ／ 豊 か な 人 間 性 と 教 育 ・ 保 育 へ の 情 熱 ／ 課 題 を 追 求 す る 創 造 的 探 求 力

本 県 の 教 育 課 題

へ の 対 応

⑩
園

務
分

掌
と

そ
の

内
容

を
理

解
し

、
企

画
・
立

案
す

る
力

（
園

務
分

掌
）

園 ・ 学 校 づ く り を 担 う 一 員 と し て 、 地 域 等

と も 連 携 ・ 協 働 し な が ら 、 課 題 解 決 に 取 り

組 む 教 員

教 育 課 題

へ の 対 応

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
能

力
⑧

地
域

の
子

育
て

家
庭

等
を

支
援

す
る

力
（
地

域
に

お
け

る
子

育
て

支
援

）
1
3
　

学
校

安
全

へ
の

対
応

チ
ー

ム
で

対
応

で
き

る
力

Ｂ 　 親 育 ち 支 援 力 に

関 す る 自 己 診 断

⑦
在

園
児

の
保

護
者

に
対

し
て

子
育

て
を

支
援

す
る

力
（
保

護
者

へ
の

支
援

）

チ ー ム 学 校 を

　 支 え る 資 質 能 力

危
機

管
理

マ ネ ジ メ ン ト

園
づ

く
り

へ
の

参
画

地
域

や
社

会
の

多
様

な
組

織
等

と
連

携
・
協

働
で

き
る

力

Ｃ 　 園 の 運 営 力 ・ 組 織 貢 献 力 に

関 す る 自 己 診 断

1
0
　

同
僚

性
の

構
築

保 育 実 践 力

⑭
保

育
者

と
し

て
自

分
の

課
題

を
発

見
し

、
自

己
研

鑽
し

て
い

く
力

（
自

己
研

鑽
）

⑮
乳

幼
児

期
の

発
達

や
学

び
を

踏
ま

え
た

教
材

の
研

究
を

す
る

力
（
教

材
研

究
）

Ｅ 　 保 育 者 と し て の

姿 勢

教
育

課
題

へ
の

協
働

的
な

対
応

Ｄ 　 危 機 管 理 に 関 す る 自

己 診 断

⑫
子

ど
も

が
安

心
し

て
過

ご
す

こ
と

が
で

き
る

施
設

や
遊

具
等

の
安

全
な

環
境

を
整

え
る

力
（
安

全
管

理
）

⑬
家

庭
や

地
域

と
連

携
し

、
子

ど
も

が
危

険
か

ら
身

を
守

り
、

安
全

に
行

動
で

き
る

よ
う

に
指

導
す

る
力

（
安

全
教

育
）

関
係

機
関

と
の

連
携

⑪
上

司
や

同
僚

と
協

働
し

て
、

円
滑

に
園

務
を

推
敲

で
き

る
力

（
職

員
間

の
連

携
）

表
２

－
２

 各
自

治
体

が
設

定
し

た
資

質
（

設
定

し
た

資
質

数
が

16
か

ら
13

の
自

治
体

）
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埼
玉

県
教

育
委

員
会

,
2
0
1
8
, 
2
0
2
1

埼
玉

県
教

員
と

し
て

持
ち

続
け

て
ほ

し
い

素
養

保
育

構
想

①
人

間
理

解
・
人

権
意

識
計

画
総

合
的

人
間

力

指
導

計
画

保
育

実
践

②
職

務
に

対
す

る
誇

り
と

責
任

指
導

使
命

感
・
倫

理
観

授
業

・
指

導
の

実
践

評
価

改
善

③
ふ

る
さ

と
を

愛
す

る
心

評
価

実
践

的
指

導
力

授
業

改
善

幼
児

理
解

④
子

ど
も

理
解

・
子

ど
も

支
援

生
徒

指
導

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

力

学
級

経
営

生
活

の
展

開
⑤

特
別

支
援

教
育

の
推

進
授

業
構

想
力

学
級

経
営

特
別

な
配

慮
を

必
要

と
す

る
生

徒
等

へ
の

対
応

発
達

の
課

題
⑥

教
科

等
の

指
導

Ⅱ
関

す
る

専
門

性
授

業
展

開
力

特
別

な
支

援

保
育

の
構

想
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

・
教

育
相

談
学

級
・
学

年
・
園

経
営

⑦
社

会
の

変
化

へ
の

対
応

授
業

評
価

・
改

善
力

キ
ャ

リ
ア

教
育

・
進

路
指

導

保
育

の
展

開
生

徒
等

の
問

題
行

動
へ

の
対

応
連

携
・
協

働
⑧

学
校

組
織

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

学
校

組
織

の
理

解
と

運
営

組
織

・
環

境
作

り

保
育

の
評

価
と

改
善

外
部

連
携

危
機

管
理

⑨
他

者
と

の
連

携
・
協

働
人

材
育

成

幼
児

理
解

運
営

参
画

⑩
地

域
資

源
の

活
用

と
地

域
貢

献
危

機
管

理

指
導

・
援

助
学

校
安

全
⑪

合
意

形
成

に
向

け
た

議
論

の
調

整
・
促

進
保

護
者

や
地

域
と

の
連

携
危

機
管

理

園
組

織
の

理
解

と
参

画

自
己

啓
発

・
人

材
育

成

危
機

管
理

保
護

者
、

地
域

等
と

の
連

携

和
歌

山
県

が
目

指
す

教
員

育
成

（
学

び
続

け
る

教
員

像
の

確
立

）
と

し
て

、
素

養
（
教

職
に

対
す

る
責

任
感

、
探

求
力

、
教

職
生

活
全

体
を

通
じ

し
て

自
主

的
に

学
び

続
け

る
力

、
専

門
職

と
し

て
の

高
度

な
知

識
・
技

能
、

相
当

的
な

人
間

力
）
に

言
及

総 合 的 な 人 間 力

Ｉ　
人

間
関

係
力

①
礼

儀
・
社

会
性

②
他

者
と

の
協

調

Ｊ
　

人
間

性
①

人
間

的
魅

力
②

人
権

尊
重

③
健

康
管

理

保
護

者
・
地

域
・
外

部
機

関
と

の
連

携

危
機

管
理

能
力

Ｈ
　

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

力
①

学
年

園
経

営
②

職
場

の
Ｏ

Ｊ
Ｔ

省
察

力
（
自

己
実

現
）

Ｇ
　

指
導

力
①

個
へ

の
援

助
や

関
わ

り
方

②
集

団
づ

く
り

③
家

庭
等

と
の

連
携

学
校

組
織

の
一

員
と

し
て

の
取

組

「
ぎ

ふ
の

人
間

像
」
「
岐

阜
県

が
求

め
る

教
師

像
」
と

し
て

素
養

に
言

及
。

「
教

員
が

成
長

し
続

け
る

た
め

に
大

切
な

姿
」
と

し
て

、
素

養
の

お
お

む
ね

の
成

長
段

階
ご

と
の

指
標

の
内

容
を

定
め

て
い

る
。

教 職 の 実 践

保
育

と
評

価
の

力
４

　
学

校
組

織
の

一
員

と
し

て
考

え
行

動
す

る
意

欲
・
能

力

組 織 マ ネ ジ メ ン ト

連
携

・
協

働
力

マ ネ ジ メ ン ト 力

集
団

に
対

す
る

指
導

・
支

援
Ｆ

　
子

供
理

解
力

①
基

本
的

な
関

わ
り

方
②

特
別

に
配

慮
を

要
す

る
子

供
へ

の
関

わ
り

方
社

会
的

な
リ

テ
ラ

シ
ー

の
育

成

学
級

経
営

能
力

生 徒 指 導 力

個
に

対
す

る
指

導
・
支

援
５

　
よ

り
よ

い
社

会
を

作
る

た
め

の
意

欲
・
能

力

幼
児

理
解

と
集

団
づ

く
り

の
力

ＩＣ
Ｔ

や
情

報
・
教

育
デ

ー
タ

の
利

活
用

チ ー ム 学 校 を 支 え

る マ ネ ジ メ ン ト 力

特
別

な
配

慮
や

支
援

を
必

要
と

す
る

幼
児
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豊
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な
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務
に

対
す

る
使

命
感

授 業

情 熱 ・ 力 量 ・ 人 間 力 を 有 し 学 び 続 け る 教 職 員

教 育 に 対 す る

ゆ る ぎ な い 情 熱

島
根

県
教

育
委

員
会

, 
2
0
1
8

広
島

県
教

育
委

員
会

, 
2
0
2
1

岡
山

市
教

育
委

員
会

, 
2
0
1
7
, 
2
0
2
1

福
岡

県
教

育
委

員
会

, 
2
0
1
8

熊
本

県
教

育
委

員
会

, 
2
0
1
7

北
九

州
市

教
育

委
員

会
, 
2
0
1
7

岐
阜

県
教

育
委

員
会

, 
2
0
1
7
,

2
0
2
1

和
歌

山
県

教
育

委
員

会
, 
2
0
1
8

京
都

市
教

育
委

員
会

, 
2
0
1
8
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（
設

定
し

た
資

質
数

が
12

以
下

の
自

治
体

）
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設定された資質を細かく見ると、１つの単語や複数の単語の組み合わせで資質を設定した自治設定された資質を細かく見ると、１つの単語や複数の単語の組み合わせで資質を設定した自治

体もあれば、「○○する力」として具体的に示している自治体もあった。前者は、例えば、表２体もあれば、「○○する力」として具体的に示している自治体もあった。前者は、例えば、表２

－１では大阪市教育委員会や神戸市教育委員会、表２－２では札幌市教育委員会、奈良県教育委－１では大阪市教育委員会や神戸市教育委員会、表２－２では札幌市教育委員会、奈良県教育委

員会、表２－３では福岡県教育委員会、北九州市教育委員会など、多くの自治体がこの形であっ員会、表２－３では福岡県教育委員会、北九州市教育委員会など、多くの自治体がこの形であっ

た。後者は、表２－２の高知県教育委員会が該当した。た。後者は、表２－２の高知県教育委員会が該当した。

鳥取県教育委員会（表２－１参照）は、「危機管理・安全対策」「感染症対策・衛生管理」「食鳥取県教育委員会（表２－１参照）は、「危機管理・安全対策」「感染症対策・衛生管理」「食

育の推進」の上位の資質として「健康安全への対応」をあげていた。また「保護者への子育て支育の推進」の上位の資質として「健康安全への対応」をあげていた。また「保護者への子育て支

援」「地域における子育ての支援」の上位の資質として「子育ての支援」をあげていた。これら援」「地域における子育ての支援」の上位の資質として「子育ての支援」をあげていた。これら

の資質は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領の「第３章　健康及び安全」と「第４章　子の資質は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領の「第３章　健康及び安全」と「第４章　子

育ての支援」に対応させたものであるが、保育所保育指針の「第３章　健康及び安全」と「第育ての支援」に対応させたものであるが、保育所保育指針の「第３章　健康及び安全」と「第

４章　子育て支援」にも対応している。なお、鳥取県教育委員会が指標の脚注に「「保育者」と４章　子育て支援」にも対応している。なお、鳥取県教育委員会が指標の脚注に「「保育者」と

は、幼稚園・認定こども園・保育所等に勤務する幼稚園教諭、保育教諭、保育士等の総称を示す」は、幼稚園・認定こども園・保育所等に勤務する幼稚園教諭、保育教諭、保育士等の総称を示す」

と記すなど、保育所保育士にも当該教員育成指標を当てはめていた。と記すなど、保育所保育士にも当該教員育成指標を当てはめていた。

考察

私立の保育所保育士に関しては、処遇改善と関連付けられた保育士等キャリアアップ研修の制私立の保育所保育士に関しては、処遇改善と関連付けられた保育士等キャリアアップ研修の制

度がある。この制度の中で、職務分野別リーダー、副主任保育士、専門リーダーなど職位が定め度がある。この制度の中で、職務分野別リーダー、副主任保育士、専門リーダーなど職位が定め

られ、それぞれ発令されることになっている。そのため「職責、経験及び適性に応じた成長段られ、それぞれ発令されることになっている。そのため「職責、経験及び適性に応じた成長段

階」を設定するにあたり、これらの職位を外すことはできないであろう。そこで高知県教育委員階」を設定するにあたり、これらの職位を外すことはできないであろう。そこで高知県教育委員

会の指標のようにおおむねの経験年数を踏まえて段階を設定する必要がある。会の指標のようにおおむねの経験年数を踏まえて段階を設定する必要がある。

保育所保育指針の趣旨を実現するための保育者の資質を考える際には、保育所保育指針の章立保育所保育指針の趣旨を実現するための保育者の資質を考える際には、保育所保育指針の章立

てや節立てに基づくのが適当であろう。保育所保育指針には告示としての法的拘束力があり、すてや節立てに基づくのが適当であろう。保育所保育指針には告示としての法的拘束力があり、す

べての任命権者に共通するためである。同様に、幼保連携型認定こども園教育・保育要領の趣旨べての任命権者に共通するためである。同様に、幼保連携型認定こども園教育・保育要領の趣旨

を実現するための保育教諭の資質を考える際には、教育・保育要領の章立てや節立てに基づくのを実現するための保育教諭の資質を考える際には、教育・保育要領の章立てや節立てに基づくの

が適当である。そこで保育所保育指針と幼保連携型認定こども園教育・保育要領で共通する３章が適当である。そこで保育所保育指針と幼保連携型認定こども園教育・保育要領で共通する３章

と４章は、鳥取県教育委員会が工夫したように、「健康及び安全」と「子育て支援」の上位資質と４章は、鳥取県教育委員会が工夫したように、「健康及び安全」と「子育て支援」の上位資質

を用いることが適切と考えられる。を用いることが適切と考えられる。

保育所保育指針の「第２章　保育の内容」は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領では保育所保育指針の「第２章　保育の内容」は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領では

「第２章　ねらい及び内容並びに配慮事項」として、より具体化されている。幼稚園教育要領で「第２章　ねらい及び内容並びに配慮事項」として、より具体化されている。幼稚園教育要領で

も「第２章　ねらい及び内容」となっており、３歳以上児に関してはほぼ同じ内容である。も「第２章　ねらい及び内容」となっており、３歳以上児に関してはほぼ同じ内容である。

表２に示した資質をみると、３歳以上児の保育に関する内容に特化していた。これに対して、表２に示した資質をみると、３歳以上児の保育に関する内容に特化していた。これに対して、

保育所保育指針や幼保連携型認定こども園教育・保育要領には、乳児保育（乳児期の園児の保育）保育所保育指針や幼保連携型認定こども園教育・保育要領には、乳児保育（乳児期の園児の保育）

や１歳以上３歳未満児の保育（満１歳以上満３歳未満の園児の保育）の記述がある。そこで、こや１歳以上３歳未満児の保育（満１歳以上満３歳未満の園児の保育）の記述がある。そこで、こ

れらの保育を担当する保育者の資質については、新たに記述が必要であると考えられる。このよれらの保育を担当する保育者の資質については、新たに記述が必要であると考えられる。このよ

うに考えて、鳥取県教育委員会の記述を基に作った乳児保育に関わる部分の育成指標の試案が うに考えて、鳥取県教育委員会の記述を基に作った乳児保育に関わる部分の育成指標の試案が 

表３である。表３である。

表３では成長段階を５つにし、段階３を職務分野別リーダーとして、段階２と段階３の間に表３では成長段階を５つにし、段階３を職務分野別リーダーとして、段階２と段階３の間に

キャリアパス研修を位置づけた。資質は「乳児の発達等の理解」「保育の目標に基づいた指導計キャリアパス研修を位置づけた。資質は「乳児の発達等の理解」「保育の目標に基づいた指導計

画等の作成」「乳児の理解や指導計画に基づいた保育の実践」「乳児の理解・指導計画に基づいた画等の作成」「乳児の理解や指導計画に基づいた保育の実践」「乳児の理解・指導計画に基づいた

評価の実施」の４つに絞った。鳥取県教育委員会はこの他に「特別な配慮を必要とする幼児への評価の実施」の４つに絞った。鳥取県教育委員会はこの他に「特別な配慮を必要とする幼児への

理解と支援」「幼児理解に基づいた学級経営」という２つの資質を立てていたが、前者は障害児理解と支援」「幼児理解に基づいた学級経営」という２つの資質を立てていたが、前者は障害児
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保育を含めて独立にすること、後者は乳児期に集団の視点（「学級」という表現）を避けるため保育を含めて独立にすること、後者は乳児期に集団の視点（「学級」という表現）を避けるため

に削除した。また、段階を判断するための視点を立てた。各段階の記述で３歳以上児の保育とのに削除した。また、段階を判断するための視点を立てた。各段階の記述で３歳以上児の保育との

大きな違いは、「一人一人の」という表現を用いたことである。大きな違いは、「一人一人の」という表現を用いたことである。

「第２章　保育の内容」については、１歳以上３歳未満児の保育にかかる育成指標と、障害児「第２章　保育の内容」については、１歳以上３歳未満児の保育にかかる育成指標と、障害児

保育（「特別な配慮を必要とする子どもの保育」を含む）にかかる育成指標の２つを新たに考案保育（「特別な配慮を必要とする子どもの保育」を含む）にかかる育成指標の２つを新たに考案

することで育成指標は完成に近づくであろう。前者については、表３に示した乳児保育にかかるすることで育成指標は完成に近づくであろう。前者については、表３に示した乳児保育にかかる

育成指標（試案）と鳥取県教育委員会が示している幼児（３歳以上児）の保育を組み合わせるこ育成指標（試案）と鳥取県教育委員会が示している幼児（３歳以上児）の保育を組み合わせるこ

とで考案できる。後者については「特別な配慮を必要とする幼児への理解と支援」の指標とキャとで考案できる。後者については「特別な配慮を必要とする幼児への理解と支援」の指標とキャ

リアアップ研修の内容を組み入れて考案する必要がある。リアアップ研修の内容を組み入れて考案する必要がある。

「第１章　総則」に関係する指標は新たに創出が必要である。「第１章　総則」の内容のうち、「第１章　総則」に関係する指標は新たに創出が必要である。「第１章　総則」の内容のうち、

指導計画とその評価、幼児教育を行う施設として共有すべき事項については、第２章の保育の内指導計画とその評価、幼児教育を行う施設として共有すべき事項については、第２章の保育の内

容にある程度組み入れられる。そこで保育所保育に関する基本原則や養護に関する基本的事項に容にある程度組み入れられる。そこで保育所保育に関する基本原則や養護に関する基本的事項に

ついての資質を考案することが求められる。これらは告示の「（１）教職を担うに当たり必要とついての資質を考案することが求められる。これらは告示の「（１）教職を担うに当たり必要と

なる素養に関する事項（倫理観、使命感、責任感、教育的愛情、総合的な人間性、コミュニケーなる素養に関する事項（倫理観、使命感、責任感、教育的愛情、総合的な人間性、コミュニケー

ション力、創造力、自ら学び続ける意欲及び研究能力を含む）」につながる部分である。ション力、創造力、自ら学び続ける意欲及び研究能力を含む）」につながる部分である。

育成指標は作成して終わりではない。これに基づく研修計画を立て、それに従った研修を展開育成指標は作成して終わりではない。これに基づく研修計画を立て、それに従った研修を展開

する必要がある。その研修計画を体系づけたものが研修体系であり、その作成も求められる。こする必要がある。その研修計画を体系づけたものが研修体系であり、その作成も求められる。こ

れらについては、今後の課題である。れらについては、今後の課題である。
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表３　乳児保育に関わる部分の育成指標（試案）


